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 介護保険の認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）は、老人

福祉法上「老人居宅生活支援事業」の「認知症対応型老人共同生活援助事業」として、神奈

川県知事への届出の必要がある。（老人福祉法第 5 条の 2 第 6 項、第 14 条） 

 

1 業務内容 

 「認知症対応型共同生活介護」とは 

要介護者であって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態

にある者を除く。）について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。（介護保険法第 8 条

第 20 項） 

 

 「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは 

要支援者（厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。）で

あって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除

く。）について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

（介護保険法第 8 条の 2 第 15 項） 

 

2 基本方針 

 〔認知症対応型共同生活介護〕 

  指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者で

あって認知症であるものについて、共同生活住居（介護保険法第 8 条第 20 項に規定する

共同生活を営むべき住居をいう。）において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするもので

なければならない。（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚

生労働省令第 34 号。以下、「基準 34 号」という。）第 89 条） 

 

 〔介護予防認知症対応型共同生活介護〕 

  指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居（法第 8 条の 2 第 15 項に規定

する共同生活を営むべき住居をいう。）において、家庭的な環境と地域住民との交流の下

で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すものでなければならない。（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年

厚生労働省令第 36 号）第 69 条） 
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3 人員及び設備に関する基準 

(1) 事業者の代表者 

・事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健 

施設、介護医療院、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健

医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する

者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

（基準 34 号第 92 条、基準 36 号第 72 条） 

 

事業者の代表者とは、基本的には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取

締役が該当するが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型サ

ービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密

着型サービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えない。したがって、事業所

の指定申請書に記載する代表者と異なることはあり得る。なお、管理者とは、各事業所の

責任者を指すものであり、各法人の代表者とは異なるが、例えば、法人が 1 つの介護サー

ビス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者が同一であることもあるもので

ある。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の四

の 2 の（3）） 

訪問介護員等： 

介護福祉士その他政令で定める者（法第 8 条第 2 項） 

 

 政令で定める者： 

都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修を修了した者、都道府県知事が指定する者

の行う研修（介護員養成研修）を修了した者（介護保険法施行令第 3 条第 1 項） 

介護保険法施行令第 3 条第 1 項に掲げる研修の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活

援助従事者研修課程とする。（介護保険法施行規則第 22 条の 23 第 1 項） 

厚生労働大臣が定める研修： 

「認知症対応型サービス事業開設者研修」         

 

代表者交代時の開設者研修の取扱い 

認知症対応型共同生活介護の代表者(社長・理事長等)については、認知症対応型サービ

ス事業開設者研修を修了している者であることが必要であるが、代表者交代時に研修が開

催されておらず、研修を受講できずに代表者に就任できないケースがあることから、代表

者交代時においては、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了すれば良いこ

ととする。 

 一方で、新規に事業者が事業を開始する場合については、事前の準備期間があり、代表交

代時のような支障があるわけではないため、代表者としての資質を確保する観点から、原

則どおり、新規指定時において研修を修了していることを求めることとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の四の

2 の(3)の②） 
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(2) 管理者 

 ・事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。（基準34号第91条第1項、基準36号第71条第1項） 

 

・前記の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指

定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本

体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。（基準34号第91

条第2項、基準36号第71条第2項） 

 

専ら： 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと。 

サービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいい、常勤・非

常勤の別を問わない。（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する

基準について第 2 の 2 の（4）） 

常勤： 

当該事業所における勤務時間が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務

すべき時間数に達していること。1 週間の勤務時間が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短

縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱

うことを可能とする。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和 22

年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理

措置、育児・介護休業法第 2 条第 1 号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、

同条第 2 号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第 23 条第 2 項の育児休

業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第 1 項（第 2 号に係る部分に限る。）の規定

により同項第 2 号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下

「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求め

られる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、

人員基準を満たすことが可能であることとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 2 の 2 の

（3）） 

管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。

ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ね

ることができるものとする。 

・当該事業所の従業者としての職務に従事する場合 

・同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等（本体事業所等を除く。）の管理   

者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者 

又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定認知症対応型共同生活介護事業 

所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及 

び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の 

職務に従事する場合（この場合、他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例え 

ば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される訪問型サ 
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ービスの事業所のサービス事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合におい 

て入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する場合（施設におけ 

る勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者 

自身が速やかに当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に駆け付けることができな 

い体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五 2

（2）の①ロ 

 

・適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3 年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているも

のでなければならない。（基準 34 号第 91 条第 3 項、基準 36 号第 71 条第 3 項） 

 

厚生労働大臣が定める研修： 

「実践者研修」又は「基礎課程」、「認知症対応型サービス事業管理者研修」 

 

管理者交代時の取扱い 

管理者の変更の届出を行う場合については、管理者交代時の都道府県における研修の開

催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研

修の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は当該管理者

が研修を修了していない場合であっても差し支えないものとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3の四の 2（2）②） 

 

(3) 介護従業者  

〔夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯〕 

・共同生活住居ごとに、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が3又はその

端数を増すごとに1人以上配置すること。ただし、当該指定（介護予防）認知症対応

型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同

生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及

び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定（介護予防）

認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保

されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定（介護予防）認知症対

応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯

を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上と

することができる。（基準34号第90条第1項、基準36号第70条第1項） 

 

常勤換算方法： 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47

年法律第 113 号）第 13 条第 1 項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又

は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3 年法
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律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条第 1 項、同条第 3 項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短

縮等の措置」という。）が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計

算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1 として取り扱うこと

を可能とする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 2 の 2 の

（1）） 

 

 〔夜間及び深夜の時間帯〕 

・共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて 1 以上の夜勤職員（夜間及び深

夜の時間帯を通じて勤務（宿直勤務を除く）を行う介護従業者）を配置すること。（基準

34 号第 90 条第 1 項、基準 36 号第 70 条第 1 項） 

夜間及び深夜の時間帯： 

夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、

1 日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本として設定するものとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

2 の（1）の②のイ） 

◯3 ユニット 2 人夜勤体制に係る要件 

3 つの共同生活住居を有する事業所において、全ての共同生活住居が同一の階に隣接し、

介護従業者が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応を行うことが可能となる構造

である場合には、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者によって夜間の勤務に関する

マニュアルの策定や避難訓練の実施といった安全対策が行われ、利用者の安全性が確保さ

れていると認められている場合に限り、夜勤職員を 2 名以上とすることができる。 

この場合には、利用者のケアの質や職員の負担にも配慮すること。 

マニュアルの策定や避難訓練の実施に当たっては、非常災害に関する具体的な計画や訓

練の実施において、夜間及び深夜の時間帯の勤務を想定した内容を取り扱うことで差し支

えない。 

なお、事業所の判断により、人員配置基準を満たす 2 名以上の夜勤職員を配置した上で、

さらに他の職員を配置する場合については、宿直体制で配置することも可能である。 

宿直勤務を行う介護従業者を置く際の夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社

会福祉施設における宿直勤務の取扱いについて」（昭和 49 年 8 月 20 日社施第 160 号社

会局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知）に準じて適切に行うこと。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

2 の（1）の②のイ） 

 

・利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数に

よる。（基準 34 号第 90 条第 2 項、基準 36 号第 70 条第 2 項） 

 

・介護従業者のうち 1 人以上の者は、常勤でなければならない。（基準 34 号第 90 条第 3 項、

基準 36 号第 70 条第 3 項） 

 

・指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所を併設している場合は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の基準を

満たす員数の介護従業者を置くほか、指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護又は指
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定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員基準を満たす介護従業者を置いていると

きは、当該指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の介護従業者は、当該指定（介

護予防）小規模多機能型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができる。（基準 34 号第 90 条第 4 項、基準 36 号第 70 条第 4 項） 

 

(4) 計画作成担当者  

 ・事業者は、事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作

成に関し知識及び経験を有する者であって（介護予防）認知症対応型共同生活介護計

画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成

担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することがで

きるものとする。（基準 34 号第 90 条第 5 項、基準 36 号第 70 条第 5 項） 

 

 ・計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければなら

ない。（基準 34 号第 90 条第 6 項、基準 36 号第 70 条第 6 項） 

 

厚生労働大臣が定める研修：「実践者研修」又は「基礎課程」 

 

 ・計画作成担当者のうち 1 人以上の者は、介護支援専門員でなければならない。ただ

し、併設する指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることによって事業所の効果的

な運営を期待できる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かな

いことができるものとする。（基準 34 号第 90 条第 7 項、基準 36 号第 70 条第 7 項） 

 

 ・前記の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督す

るものとする。（基準 34 号第 90 条第 8 項、基準 36 号第 70 条第 8 項） 

    

・前記の規定にかかわらず、サテライト型指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護

事業所（指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サー

ビス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該事業所以外

の指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所であって当該事業所に対して指

定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章

において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以

下同じ。）については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第六項の別

に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。（基準 34 号第 90

条第 9 項、基準 36 号第 70 条第 9 項） 

 

サテライト事業所においては、介護支援専門員である計画作成担当者を配置せず、実

践者研修又は基礎課程を修了した者（以下「研修等修了者」という。）を計画作成担当

者として配置することができることとされているが、研修等修了者はサテライト事業

所の利用者に係る認知症対応型共同生活介護計画の作成に従事するものである。（指定

地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の 2 の

（1）の③のホ） 
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・介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老

人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に

関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。（基準

34 号第 90 条第 10 項、基準 36 号第 70 条第 10 項） 

 

(5) 設備基準  

 ・共同生活住居の数は、1 以上 3 以下（サテライト型指定（介護予防）認知症対応型共

同生活介護事業所にあっては、1 又は 2）とする。（基準 34 号第 93 条第 1 項、基準 36 号第

73 条第 1 項） 

 

 ・共同生活住居は、その入居定員を 5 人以上 9 人以下とし、居室、居間、食堂、台所、

浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む

上で必要な設備を設けるものとする。（基準 34 号第 93 条第 2 項、基準 36 号第 73 条第 2 項） 

 

1 の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合であっても、居間、食堂及び台所につい

ては、それぞれ共同生活住居ごとの専用の設備でなければならない。また、併設の事業所

において行われる他のサービスの利用者がこれらの設備を共用することも原則として不可

とする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の 3

の（1）） 

 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備： 

消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置し

なければならないものである。指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所につ

いては、原則として、すべての事業所でスプリンクラー設備の設置が義務付けられてい

る。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

3 の（2）） 

 

・1 つの居室の定員は、1 人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

2 人とすることができるものとする。（基準 34 号第 93 条第 3 項、基準 36 号第 73 条第 3 項） 

 

・1 つの居室の床面積は、7．43 ㎡以上としなければならない。（基準 34 号第 93 条第 4 項、基

準 36 号第 73 条第 4 項） 

 

1 つの居室の面積は、7．43 ㎡（和室であれば 4．5 畳）以上とされているが、生活の場

であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる充

分な広さを有するものとすること。また、居室とは、廊下、居間等につながる出入口があ

り、他の居室と明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内

を区分しただけと認められるものは含まれないこと。ただし、一般の住宅を改修している

場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合は、この限りでな

い。 

さらに、居室を 2 人部屋とすることができる場合とは、例えば、夫婦で居室を利用する

場合などであって、事業者の都合により一方的に 2 人部屋とするべきではない。なお、2
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人部屋については、特に居室面積の最低基準は示していないが、前記と同様に充分な広さ

を確保しなければならないものとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

3 の（3）） 

 

・居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。（基準 34 号第 93 条第 5 項、基準 36 号第

73 条第 5 項） 

   

居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立

していることが望ましい。また、その広さについても原則として利用者及び介護従事者が

一堂に会するのに充分な広さを確保するものとする。   

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

3 の（4）） 

 

・事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地

域にあるようにしなければならない。（基準 34 号第 93 条第 6 項、基準 36 号第 73 条第 6 項） 

 

4 （介護予防）認知症対応型共同生活介護の人員・設備基準との関係 

 

  指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

については、介護予防認知症対応型共同生活介護の人員基準、設備基準を満たすことを

もって、認知症対応型共同介護の基準を満たしているものとみなすことができる。 

  また、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と

指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、認知症対応型共同介護の人員基準、設備基準を満たすことをもって、

介護予防認知症対応型共同生活介護の基準を満たしているものとみなすことができる。 

（基準 34 号第 93 条第 7 項、基準 36 号第 73 条第 7 項） 
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5 運営に関する基準 

(1) 内容及び手続の説明及び同意  

・事業者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

（基準 34 号第 3 条の 7 第 1 項準用、基準 36 号第 11 条第 1 項準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事業所の重要事項に関する規程の概要、介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理

の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況等の利用申込者がサービスを選択するために

必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説

明を行い、当該事業所からサービスの提供を受けることにつき同意を得なければならない。当該

同意については、書面によって確認することが望ましい。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の一の 4 の

（2）の①準用） 

 

 

 

【チェックポイント】 

重要事項を記した文書に記載していなければならないことは、次のとおりで

す。 

 

① 法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスな

ど） 

② 営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間 

③ 利用定員 

④ サービスの内容、利用料その他の費用の額 

⑤ 従業者の勤務体制(従業者の職種、員数及び職務の内容、単位ごと) 

⑥ 入居にあたっての留意事項 

⑦ 緊急時等における対応方法 

⑧ 苦情処理の体制・相談窓口（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合

会などの相談・苦情の窓口） 

⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項  

⑩ 第三者評価の実施状況 

⑪ その他利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 

  （従業者の研修、非常災害対策、衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応

など） 

※ 重要事項説明書の内容と運営規程の内容は一致していなければなりませ

ん。また、重要事項説明書については、説明、同意、交付が必要とされて

いるので、説明、同意、交付のすべてが文書で確認できるよう、書式を

作成するなど工夫をしましょう。 
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(2) 提供拒否の禁止  

 ・事業者は、正当な理由なく指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供を拒ん

ではならない。（基準 34 号第 3 条の 8 準用、基準 36 号第 12 条準用） 

 

 

(3) 受給資格等の確認  

・事業者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供を求められた場合は、被

保険者証によって、被保険者資格、要介護認定（要支援認定）の有無及び要介護認定

（要支援認定）の有効期間を確かめるものとする。（基準 34 号第 3 条の 10 第 1 項準用、基準

36 号第 14 条第 1 項準用） 

 

 ・事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審

査会意見に配慮して、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を提供するように

努めなければならない。（基準 34 号第 3 条の 10 第 2 項準用、基準 36 号第 14 条第 2 項準用） 

 

(4) 要介護認定等の申請に係る援助  

・事業者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、要介護認

定（要支援認定）を受けていない利用申込者については、要介護認定（要支援認定）の

申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合には、当該利

用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければな

らない。（基準 34 号第 3 条の 11 第 1 項準用、基準 36 号第 15 条第 1 項準用） 

 

・事業者は、指定居宅介護支援（介護予防支援（これに相当するサービスを含む。））が

利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定（要

支援認定）の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定（要支援認定）の

有効期間が終了する日の 30 日前には行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。（基準 34 号第 3 条の 11 第 2 項準用、基準 36 号第 15 条第 2 項準用） 

 

(5) 入退居  

 ・指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護は、要介護者（要支援者）であって認知症

であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するもの

とする。（基準 34 号第 94 条第 1 項、基準 36 号第 74 条第 1 項） 

 

・事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により当該入居申込者が

認知症である者であることの確認をしなければならない。（基準 34 号第 94 条第 2 項、基準

36 号第 74 条第 2 項） 

 

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合： 

①  当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

②  利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③  その他利用申込者に対し自ら適切な指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を提供する

ことが困難な場合 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の一の 4 の

（3）準用） 
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 ・事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要

なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定（介護予防）

認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない。（基準 34 号第 94 条第 3 項、基準 36 号第 74 条第 3

項） 

 

自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合： 

入居申込者が入院治療を要する者である場合や事業所の入居者数が既に定員に達してい

る場合等 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

4 の（1）の①） 

 

・事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把 

握に努めなければならない。（基準 34 号第 94 条第 4 項、基準 36 号第 74 条第 4 項） 

   

入居申込者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認められなが

ら、これらが期待できない場合については、市町村とも連携し、成年後見制度や権

利擁護に関する事業等の活用を可能な限り図ることとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の 4

の（1）の②） 

 

 ・事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後

の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。（基

準 34 号第 94 条第 5 項、基準 36 号第 74 条第 5 項） 

   

 ・事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うと

ともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。（基準 34 号第 94 条第 6 項、

基準 36 号第 74 条第 6 項） 

 

 

【チェックポイント】 

      グループホームに入居出来る方は、認知症の診断がある方です。入居前に 

      認知症が確認できる書類（診断書等）で認知症であることを確認する必要 

があります。  
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(6) サービスの提供の記録  

・事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退

居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。（基準

34 号第 95 条第 1 項、基準 36 号第 75 条第 1 項） 

 

・事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録し

なければならない。（基準 34 号第 95 条第 2 項、基準 36 号第 75 条第 2 項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 利用料等の受領  

・事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定（介護予防）認知症対応型共同生活 

介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定（介護予防）認

知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該事業者に

支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす

る。（基準 34 号第 96 条第 1 項、基準 36 号第 76 条第 1 項） 

 

 ・事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定（介護予防）認知症対応型共同生活

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定（介護予防）認知

症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。（基準 34 号第 96 条第 2 項、基準 36 号第 76 条第 2

項） 

 

・介護報酬のほか、利用者負担として受領できるものは以下のとおり。（基準 34 号第 96 条

第 3 項、基準 36 号第 76 条第 3 項） 

   ア 食材料費 

   イ 理美容代 

   ウ おむつ代 

   エ その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用

者に負担させることが適当と認められるもの 

その他日常生活においても通常必要となるものに係る経費： 

・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場

合に係る費用→例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等 

（通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12 老企 54 号別紙（6）） 

 

【チェックポイント】 

「サービスの提供内容」や「適正に職員配置がされていたか」を記録に残さな

ければなりません。記録の様式は特に定まっていませんが、次の点を参考にし

て作成・見直しをしてください。 

   〈勤務体制について〉 

提供日ごとにどの職員が勤務したか分かるようにすること。 

   〈利用者に対するサービス内容について〉    

それぞれのサービスについて記載されていること。  



16 

・事業者は、上記ア～エに係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は 

その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。（基準 34 号第 96 条第 4 項、基準 36 号第 76 条第 4 項） 

 

 ・事業者は、交付しなければならない領収証に、利用者から支払を受けた費用の額のうち、

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、食事の提供に要した費用の額及び滞

在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の

費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。（介護保

険法施行規則第 65 条準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 保険給付の請求のための証明書の交付  

 ・事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定（介護予防）認知症対応型共同生活

介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定（介護予防）認知症対応型共同

生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を利用者に対して交付しなければならない。（基準 34 号第 3 条の 20 準用、基準 36 号第 23 条

準用） 

 

(9) 取扱方針  

〔指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕 

 ・指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の

人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送る

ことができるよう配慮して行われなければならない。（基準 34 号第 97 条第 2 項、基準 36 号

第 87 条第 6 号） 

  

・共同生活住居における介護従事者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス

の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。（基準 34 号

第 97 条第 4 項、基準 36 号第 87 条第 1 項第 8 号） 

  

・事業者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。（基準 34 号第 97 条第 5 項、基準 36 号第 77 条第 1 項） 

 ・事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。（基準 34 号第 97 条

第 6 項、基準 36 号第 77 条第 2 項） 

  

 

【チェックポイント】 

・利用料金を変更するには、変更届が必要になります。 

   ・共用の石けん、シャンプー、ティッシュペーパー代金は利用者から徴するこ

とはできません。 

   ・食材料費は利用者の食事を提供するための費用です。 
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緊急やむを得ない理由について 

・緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の 3 つの要件

を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて

慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要であ

る。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五

の 4 の（4）の③） 

 

・事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。（基準 34 号第 97 条第 7 項、基準 36 号第 77 条第 3 項） 

 ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。) を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その

結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会: 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構成メ

ンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員

に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策と

して、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。また、関係する職種、

取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五

の 4 の（4）の④） 

 

介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修: 

・身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、

事業者における指針に基づき、適正化を徹底すること。 

・指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年 2 回以上）を開催

するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施するこ

と。 

・研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えないが、研修の実施内容

について記録を残しておくことが必要となる。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五

の 4 の（4）の⑥） 

 

 ・事業者は、自らその提供する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の質の評価を行

うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常に

その改善を図らなければならない。  （基準 34 号第 97 条第 8 項、基準 36 号第 86 条第 2 項） 

   ア 外部の者による評価 

   イ 運営推進会議における評価 
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〔指定認知症対応型共同生活介護（取扱方針）〕 

・認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常

生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなけ

ればならない。（基準 34 号第 97 条第 1 項） 

 

・指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然か

つ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。（基準 34 号第 97 条第 3

項） 

 

  〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護（基本取扱方針）〕 

・指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行わなければならない。（基準 36 号第 86 条第 1 項） 

   

・事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければな

らない。（基準 36 号第 86 条第 3 項） 

   

  ・事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による

サービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサー

ビスの提供を行わないよう配慮しなければならない。（基準 36 号第 86 条第 4 項） 

   

・事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミ

ュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業

に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。（基準 36 号第 86 条第 5 項） 

 

  〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護（具体的取扱方針）〕 

 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治医又は歯科医師か

らの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。（基準 36 号第 87

条第 1 項第 1 号） 

   

 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型

共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければ

ならない。（基準 36 号第 87 条第 1 項第 7 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（切迫性）……利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能

性が著しく高いこと。 

（非代替性）…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がないこと。 

（一時性）……身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 
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  ・「緊急やむを得ない場合」に該当するか？を常に観察し、身体的拘束等廃止委員会で

その必要性の有無について再検討しましょう。 

 

※以下の行為は厳密に言うと身体的拘束にあたります。事業所で解除の方策を検討し

ましょう。 

   ・居室の外側からの施錠 

   ・「～したらダメですよ！」という口調  

・お風呂、食事の時間の強要 

その他、思わぬことが身体的拘束にあたります。 

詳しくは→ http://www.wam.go.jp/ で身体拘束を検索。 

【チェックポイント】 

外部評価の実施回数の緩和 

次の要件をすべて満たす指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業

所については、申請書及び必要な添付書類を市町村に提出することにより、

外部評価の実施回数を２年に１回にすることができます。 

＜緩和要件＞ 

ア 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前５年間において継続して外部評価

を実施していること。（実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評

価を実施しなかった年度は、実施したものとみなす。） 

イ 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度に実施した外部評価について

「神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱」に規定さ

れた「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出

していること。 

ウ 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を６

回以上開催していること。 

エ 運営推進会議において、構成員に市町村職員又は地域包括支援センター職

員が含まれており、かつ実施回数の緩和適用を受ける年度の前年度におい

て開催された運営推進会議に市町村職員等が１回以上出席していること。 

オ 「神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱」に規定さ

れた「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の２、３、４、

６の実施状況（外部評価）が適切であること。 

＜注意事項＞ 

・ 運営推進会議を利用して外部評価を実施した場合は、前５年間の継続年数に

算入することはできません。 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第９７条第７項等に規定する自己評

価・外部評価の実施等について（平成１８年１０月１７日老計発第１０１７００１号）） 

   令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）問２７（令和３年３月 2９日） 
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■指導事例■ 

 

(10) 計画の作成  

・共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に

関する業務を担当させるものとする。（基準 34 号第 98 条第 1 項） 

 

・計画作成担当者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、

通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様

な活動の確保に努めなければならない。（基準 34 号第 98 条第 2 項、基準 36 号第 87 条第 1 項第

3 号） 

 

・計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければ

ならない。（基準 34 号第 98 条第 3 項、基準 36 号第 87 条第 1 項第 2 号） 

 

・計画作成担当者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。（基準 34 号第 98 条第 4 項、基準 36 号第 87 条第 1 項第 4 号） 

 

・計画作成担当者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当

該認知症対応型共同生活介護計画（介護予防認知症対応型共同生活介護計画）を利用

者に交付しなければならない。（基準 34 号第 98 条第 5 項、基準 36 号第 87 条第 1 項第 5 号） 

 

・計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従

業者及び利用者が当該認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅

サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護

計画の実施状況の把握を行うものとする。また、必要に応じて認知症対応型共同生活

介護計画を変更するものとする。（基準 34 号第 98 条第 6 項） 

 

・基準 34 号第 98 条第 2 項から第 5 項までの規定は（介護予防）認知症対応型共同生活

介護計画の変更について準用する。（基準 34 号第 98 条第 7 項、基準 36 号第 87 条第 11 号） 

 

 

 

 

 

 

 

・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施した議事

録や研修資料等の確認が出来ず、研修の実施の有無が確認できなかった。 

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催しなけれ

ばならないが、委員会の開催について 3 月以上期間が空いてしまっていた。  

   【チェックポイント】 

利用者に対する説明・同意・交付は必ず行ってください。また、それが

記録として残っていることも必要です。 
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■指導事例■ 

 

・計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提

供を行う期間が終了するまでに、少なくとも 1 回は、当該介護予防認知症対応型共同

生活介護計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うとともに、利用者の様態の変

化等の把握を行うものとする。（基準 36 号第 87 条第 9 号） 

 

 ・計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応

型共同生活介護計画の変更を行うものとする。（基準 36 号第 87 条第 10 号） 

 

 ・基準 36 号第 87 条第 1 号から第 9 号までの規定は、（介護予防）認知症対応型共同生活

介護計画の変更について準用する。（基準 36 号第 87 条第 11 号） 

 

 

(11) 介護等  

 ・介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する

よう、適切な技術をもって行われなければならない。（基準 34 号第 99 条第 1 項、基準 36 号

第 88 条第 1 項） 

 

 ・事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介

護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。（基準 34 号第 99 条第 2 項、基準 36

号第 88 条第 2 項） 

 

 ・事業者は、利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で

行うよう努めるものとする。（基準 34 号第 99 条第 3 項、基準 36 号第 88 条第 3 項） 

 

(12) 社会生活上の便宜の提供等  

・事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。（基準 34

号第 100 条第 1 項、基準 36 号第 89 条第 1 項） 

 

・事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等についてその者

又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなけ

ればならない。（基準 34 号第 100 条第 2 項、基準 36 号第 89 条第 2 項） 

 

・事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機

会を確保するよう努めなければならない。（基準 34 号第 100 条第 3 項、基準 36 号第 89 条第 3

項） 

 

 

 

・利用者又はその家族に対して、計画の説明・同意・交付をする前にサービス提供をしていた。 

・計画の作成について利用者の心身の状況等を踏まえずに、一律に期間を区切り計画を作成してい

た。 
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(13) 利用者に関する市町村への通知 

・事業者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を受けている利用者が次のいず

れかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら

ない。（基準 34 号第 3 条の 26 準用、基準 36 号第 24 条準用） 

 ア 正当な理由なしに指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示 

に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき、若しく 

は要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認 

められるとき。 

 イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

(14) 緊急時等の対応  

・介護従業者は、現に指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらか

じめ当該事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。（基準 34 号第 80 条準用、基準 36 号第 25 条準用） 

 

(15) 管理者の責務  

・管理者は、事業所の従業者の管理及び指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の 利

用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

（基準 34 号第 28 条第 1 項準用、基準 36 号第 26 条第 1 項準用） 

・管理者は、当該事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。（基準 34 号第 28 条第 2 項準用、基準 36 号第 26 条第 2 項準用） 

 

(16) 管理者による管理  

・共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型 サ

ービス（サテライト型指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体

事業所が提供する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を除く。）、指定介護予防

サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービス、の事業を行う事業所、病院、診療

所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設

等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この

限りではない。（基準 34 号第 101 条、基準 36 号第 78 条） 

 

(17) 運営規程 

・事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。（基準 34 号第 102 条、基準 36 号第 79 条） 

 ア 事業の目的及び運営の方針 

 イ 従業者の職種、員数及び職務内容 

 ウ 利用定員 

 エ 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

オ 入居に当たっての留意事項 

カ 非常災害対策 

キ 虐待の防止のための措置に関する事項（※令和 6 年 4 月 1 日より義務化） 

ク その他運営に関する重要事項 
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非常災害対策： 

非常災害に関する具体的な計画を指すものであること。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の

四の 4 の（13）の③準用） 

 

虐待の防止のための措置に関する事項： 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画

等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対

処方法を指す内容であること。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3

の一の 4 の（21）の⑥準用） 

 

その他運営に関する重要事項： 

その他運営に関する重要事項として、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定め

ておくことが望ましい。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の

五の 4 の（8） 

 

【チェックポイント】 

指定を受ける際に作成した運営規程に修正をする必要が生じたときは、速や

かに変更届を提出してください。 

 

 

(18) 勤務体制の確保等  

・事業者は、利用者に対し、適切な指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を提供で

きるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。（基準 34 号第 103 条第 1

項、基準 36 号第 80 条第 1 項） 

 

・共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼

務関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明確にすること。（指定地域密着型サービス及び

指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の 4 の（9）の①） 

    

・介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送るこ

とができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。（基準

34 号第 103 条第 2 項、基準 36 号第 80 条第 2 項） 

 

・事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。その際、事業者は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。（基準34号第103条第3項、基準36号第80条第3項） 

 

・事業者は、適切な指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点
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から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。（基準34号第

103条第4項、基準36号第80条第4項）） 

 

職場におけるハラスメントの防止のため、事業主が講ずべき措置の具体的内容及び講じる

ことが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシャルハラスメントについ

ては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族から受けるものも含まれることに留意するこ

と。 

＜事業主が講ずべき措置の具体的内容＞ 

ア 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

   職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。  

イ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備  

   相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

※パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置は義務化されて

いる。 

 

＜事業主が講じることが望ましい取り組みについて＞ 

 パワーハラスメント指針（事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因す

る問題に関して雇用管理上講ずるべき措置等についての指針）に規定された、カスタマーハ

ラスメントの防止のために行うことが望ましい取組の例 

ア 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

イ 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して一

人で対応させない等） 

 ウ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じ

た取組） 

 

 介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求めら

れていることから、事業主が講ずるべき措置の具体的内容の必要な措置を講じるにあたって

は、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための

手引き」等を参考にした取り組みを行うことが望ましい。 

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の一の 4

の（22）の⑥） 

 

(19) 定員の遵守  

 ・事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。（基準 34 号第 104 条、基準 36 号第

81 条） 
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(20) 業務継続計画の策定等 

・事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認

知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。（基準34号第3条の30の2第1項準用、

基準36号第28条の2第1項準用） 

 

・事業者は、介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。（基準34号第3条の30の2第2項準用、基準36号第28

条の2第2項準用） 

 

・事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。（基準34号第3条の30の2第3項準用、基準36号第28条の2第3項準用） 

   

・業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。 

・研修及び訓練の実施に当たっては、すべての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 

〇業務継続計画について 

＜感染症に係る業務継続計画に記載する項目＞ 

ア 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止向けた取り組みの実施、備蓄品の確保等） 

 イ 初動対応 

 ウ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

 

＜災害に係る業務継続計画に記載する項目＞ 

 ア 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の 

対策、必要品の備蓄等） 

 イ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

 ウ 他施設及び地域との連携 

 

〇研修及び訓練について 

・研修の内容は感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に係る理解の励行を行うものとする。 

・定期的（年2回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施し、実施内容

についても記録すること。 

・訓練は事業所内の役割分担の確認、ケアの演習等を定期的（年2回以上）に 実施すること。 

・感染症の業務継続計画に係る研修及び訓練については、感染症の予防及びまん延防止のための

研修及び訓練と一体的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練

については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第3の五の4の（12） 

        

(21) 非常災害対策  

・事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出
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その他必要な訓練を行わなければならない。（基準 34 号第 82 条の 2 第 1 項準用、基準 36 号第

58 条の 2 第 1 項準用） 

 

・事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連

携に努めなければならない。（基準 34 号第 82 条の 2 第 2 項準用、基準 36 号第 58 条の 2 第 2 項準

用） 

 

基準第 34 条第 82 条の 2 第 1 項は、事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策

定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等対策の万全を期さなけ

ればならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の

災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するととも

に、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもら

えるような体制作りを求めることとしたものである。なお、「非常災害に関する具体的計画」

とは、消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、

地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消

防業務の実施は、消防法第 8 条の規定により防火管理者を置くこととされている事業所にあ

ってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされてい

る事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹

立等の業務を行わせるものとする。 

同条第 2 項は、事業所が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、でき

るだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、地域住

民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体

制を確保するなど、訓練の実施に当たっては協力を得られる体制づくりに努めることが必要

である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、よ

り実効性のあるものとすること。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の四の 4

の（16）） 

 

(22) 衛生管理等  

・事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。（基準第 34 号第 33

条第 1 項準用、基準 36 号第 31 条第 1 項準用） 

 

・事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。（基準 34 号第 33 条第 2 項準用、基準 36 号第 31 条第 2 項

準用） 

※感染症の予防及びまん延の防止のための措置は令和 6 年 4 月 1 日より義務化 

一 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開

催するとともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

三 事業所において、介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための 

  研修及び訓練を定期的に実施すること。 
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基準 34 号第 33 条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の必要最低限の衛生管理等

について規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

ア 事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて

保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

イ 特に、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等につ

いては、その発生及びまん延を防止するための措置等について、別途通知等が発出さ

れているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

4 の（13）①） 

 

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会: 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い

職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外

部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を

明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要である。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五

の 4 の（13）②のイ） 

 

(23) 協力医療機関等  

・事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて 

おかなければならない。（基準 34 号第 105 条第 1 項、基準 36 号第 82 条第 1 項） 

 

・事業者は、協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機

関を定めるように努めなければならない。（基準 34 号第 105 条第 2 項、基準 36 号第 82 条第 1

項） 

〇利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、

常時確保していること 

〇事業所からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保してい

ること。 

 

・事業者は 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、事業所に係る指定を行った市町

村長に届け出なければならない。（基準 34 号第 105 条第 3 項、基準 36 号第 82 条第 3 項） 

 

・事業者は、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する医療に関する法律（平

成 10 年法律第 114 号第 6 条第 17 項に規定する第 2 種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。（基準 34 号第 105

条第 4 項、基準 36 号第 82 条第 4 項） 

 

・事業者は、協力医療機関が第 2 種協定指定医療機関である場合においては、当該第 2 

種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。（基準 34 号第 105 条第 5 項、基準 36 号第 82 条第 5 項） 
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・事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病

状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び事業所に速やかに入居させる

ことができるように努めなければならない。（基準 34 号第 105 条第 6 項、基準 36 号第 82 条第

6 項） 

 

・事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

（基準 34 号第 105 条第 7 項、基準 36 号第 82 条第 7 項） 

 

・事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老 

人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整

えなければならない。（基準 34 号第 105 条第 8 項、基準 36 号第 82 条第 8 項） 

事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等のバックアップ施設との間の連携及び支

援の体制を整えなければならないが、これらの協力医療機関やバックアップ施設から、利

用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関

等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の

4 の（10）の⑦） 

 

協力医療機関等について 

①基準省令第 105 条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者の病状の急変時等に対応

するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診療等を行う医療機関と

新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点からあ

らかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めること等を規定したものであること。 

 協力医療機関のおよび協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。 

 

②協力医療機関との連携（第 2 項） 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体

制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めなければならない。 

 連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未

満)を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等）と連

携を行うことが想定される。なお、2024 年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病

棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機

関には含まれないため留意すること。 

 

③協力医療機関との連携に係る届け出（第 3 項） 

 協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に 1 回以上、協力医療機関と入

居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内

容等を指定権者に届け出ることを義務づけたものである。 

協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やか指定権者に届け出ること。 
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④新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第 4 項） 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者における新興感染症の発生時等に、感染者の診

療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第 6 条第 17 項に規定す

る第二種協定指定医療機関である病院または診療所との新興感染症発生時等における対応を

取り決めるよう努めることとしたものである。 

 取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表後 4 カ月程度から 6

カ月程度経過後）において、指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者が新興感染症に感

染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、

第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるも

のではない。 

 

⑤協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第 5 項） 

 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第 3 項で定められた入居者の急変時

等における対応の確認と合わせ、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応

について協議を行うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新

興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のよう

に日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。 

 

⑥医療機関に入院した入居者の退院後の受け入れ（第 6 項） 

 「速やかに入居させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再び

入居を希望する入居者のために常に居室を確保しておくということではなく、できる限り円滑

に再び入居できるよう努めなければならないということである。 

■指導事例■ 

 

(24) 掲示  

 ・事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下単に「重要事

項」という。）を掲示しなければならない。（基準 34 号第 3 条の 32 第 1 項準用、基準 36 号第 32

条第 1 項準用） 

   

 ・事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

（基準34号第3条の32第2項準用、基準36号第32条第2項準用） 

 

 ・事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

（基準 34 号第 3 条の 32 第 3 項準用、基準 36 号第 32 条第 3 項準用） 

 

 

■指導事例■ 

 

・協力医療機関が変更になっていたが、市町村長等に変更の届出をしていなかった。 

・掲示している書類が最新のものではなかった。 

・運営規程等を事務所内で管理しており、利用者等が確認できる場所に掲示していなかった。 
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(25) 秘密保持等  

 ・従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。（基準 34 号第 3 条の 33 第 1 項準用、基準 36 号第 33 条第 1 項準用） 

 

 ・事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。（基準 34 号第 3 条の 33 第 2 項準用、基準 36 号第 33 条第 2 項準用） 

 

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置： 

事業者は事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもその業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約

金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の一

の 4 の（26）の②準用） 

 

・事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文

書により得ておかなければならない。（基準 34 号第 3 条の 33 第 3 項準用、基準 36 号第 33 条第

3 項準用） 

 

【チェックポイント】 

・個人情報の保護に関する規程を整備しておきましょう。 

       詳しくは、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの 

ためのガイダンス（平成 29 年 4 月 厚生労働省・個人情報保護委員会）」 

等を参考にしましょう。 

 

 

(26) 広告  

・事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なも

のとしてはならない。（基準 34 号第 3 条の 34 準用、基準 36 号第 34 条準用） 

 

(27) 居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に対する利益供与の禁止  

・事業者は、居宅介護支援（介護予防支援）事業者又はその従業者に対し、要介護（要支

援）被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。（基準 34 号第 106 条第 1 項、基準 36 号第 83 条第 1 項） 

 

・事業者は、居宅介護支援（介護予防支援）事業者又はその従業者から、当該共同生活住

居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受して

はならない。（基準 34 号第 106 条第 2 項、基準 36 号第 83 条第 2 項） 
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(28) 苦情処理  

・事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

（基準 34 号第 3 条の 36 第 1 項準用、基準 36 号第 36 条第 1 項準用）  

 

必要な措置： 

相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措

置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書

に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、

ウェブサイトに掲載すること等である。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の一の 4

の（28）の①準用） 

    

・事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。（基準 34 号第 3 条の 36 第 2 項準用、基準 36 号第 36 条第 2 項準用） 

 

 ・事業者は、提供した指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護に関し、法第 23 条の

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査

に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。（基準 34 号第 3 条の 36 第 3 項準用、基

準 36 号第 36 条第 3 項準用） 

 

 ・事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善内容を市町村に報告しな

ければならない。（基準 34 号第 3 条の 36 第 4 項準用、基準 36 号第 36 条第 4 項準用） 

 

 ・事業者は、提供した指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護に係る利用者からの苦

情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 45

条第 5 項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。）が行う法第 176 条第 1 項第 3 号

の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

（基準 34 号第 3 条の 36 第 5 項準用、基準 36 号第 36 条第 5 項準用） 

 

 ・事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。（基準 34 号第 3 条の 36 第 6 項準用、

基準 36 号第 36 条第 6 項準用） 

 

(29) 調査への協力等  

・事業者は、提供した指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護に関し、利用者の心身

の状況を踏まえ、妥当適切なサービスが行われているかどうかを確認するために市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。（基準 34 号第 84 条準用、

基準 36 号第 60 条準用） 
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(30) 地域との連携等  

・事業者は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、

利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所

在する区域を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援センターの職

員、（介護予防）認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成され

る協議会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が

参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該 利用者等の同意を得なけ

ればならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむ

ね 2 月に 1 回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

ければならない。（基準 34 号第 34 条第 1 項準用、基準 36 号第 39 条第 1 項準用） 

 

運営推進会議： 

事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容

等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれ

たサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであ

り、各事業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議は、事業所の指定申請時に

は、既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要となるものである。また、

地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。 

なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所等と指定認知症対応型共同生活介護事業所を

併設している場合においては、1 つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うこと

で差し支えない。 

 

運営推進会議の開催方法の緩和： 

 運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、複数の事業

所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認められます。 

ア 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること 

イ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること 

（「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の二の二の

3 の（10）の①準用） 

   

・事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該 

記録を公表しなければならない。（基準 34 号第 34 条第 2 項準用、基準 36 号第 39 条第 2 項準用） 

 

 ・事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。（基準 34 号第 34 条第 3項準用、

基準 36 号第 39 条第 3 項準用） 

 

 ・事業者は、その事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦

情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施

する事業に協力するよう努めなければならない。（基準 34 号第 34 条第 4 項準用、基準 36 号第

39 条第 4 項準用） 
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運営推進会議を活用した評価の実施について 

指定認知症対応型共同生活介護事業所は、1 年に 1 回以上、サービスの改善及び質の向上

を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）を行うと

ともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの

評価（外部評価）を行うことができることとし、実施にあたっては以下の点に留意するこ

と。また、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、1

年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評

価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。 

 

【留意する事項】 

イ 自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、指定認知

症対応型共同生活介護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識

を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。 

ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該

事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者

のほか、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新

たな課題や改善点を明らかにすることが必要である。 

ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又

は地域包括支援センター職員、指定認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立

な第三者の立場にある者の参加が必要であること。 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介

護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表する

ことが考えられるが、法人のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営

する「福祉医療情報ネットワークシステム（WAMNET）」の利用、事業所内の外部の者にも

確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表

することも差し支えない。 

ホ 指定認知症対応型共同生活介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方につい

ては、平成 28 年度老人保健健康増進等事業「認知症グループホームにおける運営推進会

議及び外部評価のあり方に関する調査研究事業」（公益社団法人日本認知症グループホー

ム協会）(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/94_ 

nihonGHkyoukai.pdf)(厚生労働省ホームページ「平成 28 年度老人保健健康増進等事業 

当初協議採択事業一覧」にて掲載)を参考に行うものとし、サービスの改善及び質の向上

に資する適切な手法により行うこと。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の五の 3 の

（16）） 

 

■指導事例■ 

 

  

(31) 事故発生時の対応  

・事業者は、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供により

事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事

・運営推進会議を開催しているが、半年に 1 回の開催になっていた。 

・職員のミーティングを運営推進会議として位置づけ、地域住民の代表者等との連携や協力を

行う等の地域交流を図っていなかった。 
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業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。（基準 34 号第 3 条の

38 第 1 項準用、基準 36 号第 37 条第 1 項準用） 

 

・事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。（基準 34 号第 3 条の 38 第 2 項準用、基準 36 号第 37 条第 2 項準用） 

 

・事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。（基準 34 号第 3 条の 38 第 3 項準用、基準 36 号第

37 条第 3 項準用） 

 

事故発生時の対応については、以下の点に留意するものとする。 

①  利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合の対応方法については、あ

らかじめ事業者が定めておくことが望ましいこと。 

②  事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入し

ておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

③  事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる

こと。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第 3 の一の

4 の（30）準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【チェックポイント】 

・保険者（市町村）に対して提出していない事故報告書はありませんか？ 

   ・事故発生時には、その事故の内容等を保険者へ報告することが義務付け 

    られています。報告までの手順を事業所内で確認しておきましょう。 

   

（報告すべき事故の範囲） 

・サービスの提供による利用者の怪我又は死亡事故の発生 

   ・食中毒及び感染症、結核の発生 

・職員（従業者）の法令違反、不祥事等 

・サービス提供に重大な支障をきたす事故等が発生した場合 

   （風水害等の災害、火災、交通事故等） 

・その他報告が必要と認められる事故の発生 

（報告先） 

・被保険者の属する保険者 

・事業所、施設が所在する保険者 

 

※令和３年１２月１日より、従来の書面による報告から「電子申請システム（e-

kanagawa)」による報告へと変更いたします。利用者登録せずに申し込み可能です。 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shinseisho/kourei/1002066.html

「トップページ › 申請書ダウンロード › 高齢・介護関係の申請書 › 介護保険事業

者等 事故報告書」に報告書の様式や要領が掲載されています。 
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■指導事例■ 

   

(32) 虐待の防止 

・事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。（基準34号第3条の38の2準用、基準36号第37条の2準用） 

※虐待防止に係る措置は、令和6年4月1日より義務化 

ア 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。 

イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

ウ 事業所において、介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

エ ウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

 

(33) 会計の区分 

・事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定（介護予防）認知症対応型共同

生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。（基準 34 号第 3

条の 39 準用、基準 36 号第 38 条準用） 

 

(34) 記録の整備 

・事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら 

ない。（基準 34 号第 107 条第 1 項、基準 36 号第 84 条第 1 項） 

・事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その

「完結の日から 5 年間保存」しなければならない。（基準 34 号第 107 条第 2 項、基準 36 号第

84 条第 2 項、条例第 5 条） 

 

ア （介護予防）認知症対応型共同生活介護計画 

イ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

     ウ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由の記録 

     エ 市町村への通知に係る記録 

     オ 苦情の内容等の記録 

     カ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

     キ 報告、評価、要望、助言等の記録 

 

「その完結の日」とは、ア～カまでの記録については、個々の利用者につき、契約の終了

（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含む。）により

一連のサービス提供が終了した日、キの記録については、基準 34 号第 34 条第 1 項（基準

36 号第 39 条第 1 項）の運営推進会議を開催し、基準 34 号第 34 条第 2 項（基準 36 号第

39 条第 2 項）に規定する報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日とする。 

（指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について第三の二の二 3

（13））  

・保険者へ報告が必要な事項に対して、ヒヤリハットとして処理していた。 

・事故の第一報は行っていたが、事故報告書の提出を行っていなかった。 
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(35) 電磁的記録等 

・事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの

（基準 34 号第 3 条の 10 第 1 項（基準 36 号第 14 条第 1 項）に規定する「受給資格等の

確認」、基準 34 号 95 条第 1 項（基準 36 号第 75 条第 1 項）に規定する「サービス提供の

記録」、並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。（基準 34 号第 183 条第 1 項、基準 36 号第 90 条第 1 項） 

 

・事業者及びサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに

類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書

面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識すること

ができない方法をいう。)によることができる。（基準 34 号第 183 条第 2 項、基準 36 号第 90 条

第 2 項） 

 

6 費用の額の算定に関する基準 

 

(1) 基本報酬  

 

 Ⅰ Ⅱ 

イ 認知症対応型共同生活介護費 

（1 日につき） 

要介護 1 765 単位 753 単位 

要介護 2 801 単位 788 単位 

要介護 3 824 単位 812 単位 

要介護 4 841 単位 828 単位 

要介護 5 859 単位 845 単位 

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護

費(1 日につき) 

要介護 1 793 単位 781 単位 

要介護 2 829 単位 817 単位 

要介護 3 854 単位 841 単位 

要介護 4 870 単位 858 単位 

要介護 5 887 単位 874 単位 

ハ 介護予防認知症対応型共同生活介護

費（1 日につき） 
要支援 2 761 単位 749 単位 

ニ 介護予防短期利用認知症対応型共同

生活介護費(1 日につき) 
要支援 2 789 単位 777 単位 

（1 単位の単価：5 級地…10.45 円） 
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〇 身体拘束廃止未実施減算（100 分の 10／日減算）  

身体拘束廃止未実施減算について身体拘束廃止未実施減算については、事業所にお

いて身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第 73 条

第 6 項の記録（同条第 5 項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていな

い場合及び同条第 7 項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所

定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の

適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催していない、身体的拘束

等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的

な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した

後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告するこ

ととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全

員について所定単位数から減算することとする。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 5（3）準用） 

 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし

て、イについては所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を、ロについては所定単

位数の 100 分の 1 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 の注 2、指定地域密着型介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 の注 2） 

 

身体拘束廃止にともなう措置 

(1)身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録すること 

(2)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するとと

もに、その結果について、介護従業者その他従業者に周知徹底を図ること 

(3)身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

(4)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 5（3）準用） 

 

〇 3 ユニット夜勤職員 2 人以上の場合の減算（50 単位／日減算） 

認知症対応型共同生活介護費及び短期利用認知症対応型共同生活介護について、共同生

活住居の数が 3 である事業所が、夜勤を行う職員の員数を 2 人以上とする場合(指定地域

密着型介護予防サービス基準第 90 条第 1 項ただし書に規定する場合に限る。)に利用者に

対して、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から 1

日につき 50 単位を差し引いて得た単位数を算定する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 のイの注 6、指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 のイの注 5） 
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(2) 加算 

 

加算種類 介護 予防 

ホ 夜間支援体制加算 ○ ○ 

ヘ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（短期のみ） ○ ○ 

ト 若年性認知症利用者受入加算 ○ ○ 

チ 利用者が入院したときの費用算定 ○ ○ 

リ 看取り介護加算 ○  

ヌ 初期加算 ○ ○ 

ル 協力医療機関連携加算 〇  

ヲ 医療連携体制加算 ○  

ワ 退居時情報提供加算 ○ ○ 

カ 退居時相談援助加算 ○ ○ 

ヨ 認知症専門ケア加算 ○ ○ 

タ 認知症チームケア推進加算 〇 ○ 

レ 生活機能向上連携加算 ○ ○ 

ソ 口腔衛生管理体制加算 ○ ○ 

ツ 栄養管理体制加算 ○ ○ 

ネ 口腔・栄養スクリーニング加算 ○ ○ 

ナ 高齢者施設等感染対策向上加算 ○ ○ 

ラ 新興感染症等施設療養費 ○ ○ 

ン 生産性向上推進体制認知症チームケア推進加算 ○ ○ 

ウ 科学的介護推進体制加算 ○ ○ 

ヰ サービス提供体制強化加算 ○ ○ 

ノ 介護職員等処遇改善加算 ○ ○ 

 

イ 認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（Ⅱ） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準（平成 27 年厚生労働省告示第 96 号。以下「厚生労働大臣

が定める施設基準」とする。）に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出た事業所において、指

定認知症対応型共同生活介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利

用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5） 

・認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）共同生活住居の数が「1」の場合 

・認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）共同生活住居の数が「2 以上」の場合 

 

指定認知症対応型共同生活介護の施設基準： 

指定地域密着型サービス基準第 90 条に定める従業者の員数を置いていること 

（厚生労働大臣が定める施設基準第 31 号・イ(2)） 

指定認知症共同生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準： 

当該事業所ごとに夜勤を行う介護従業者の数が当該事業所を構成する共同生活住居ごと

に 1 人以上であること（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第 3 号） 
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ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（Ⅱ） 

短期利用認知症対応型共同生活介護費については、厚生労働大臣が定める施設基

準に規定する基準を満たす事業所において算定できるものである。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項 

について第二の 6（1）①）） 

 

・短期利用共同生活介護費（Ⅰ）共同生活住居の数が「1」の場合 

・短期利用共同生活介護費（Ⅱ）共同生活住居の数が「2 以上」の場合 

 

厚生労働大臣が定める施設基準： 

・ 事業を行う者が、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サー

ビス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援の事業又は介護保険施設若

しくは介護療養型医療施設の運営について 3 年以上の経験を有すること 

・ 指定地域密着型サービス基準第 90 条に定める従業者の員数を置いていること 

・ 次の（ア）及び（イ）に適合すること（※） 

（ア） 共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること 

（イ） 1 つの共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利

用者の数は 1 名とすること 

・ 利用の開始に当たっては、あらかじめ 30 日以内の利用期間を定めること 

・ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が

確保されていること 

（厚生労働大臣が定める施設基準第 31 号・ハ） 

 

十分な知識を有する介護従業者： 

認知症介護実務者研修のうち、「専門課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リー

ダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養成研修を修

了している者とする。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（1）②） 

 

※ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を受けることが必要と認

めたものに対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期利用認知症対応型共

同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない

場合であっては、（ア）及び（イ）の規定にかかわらず、ユニットごとに定員の合計

数を超えて、個室において短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができる。 

上記ただし書に規定する事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて行う短期利

用認知症対応型共同生活介護は、あくまでも、緊急に短期利用認知症対応型共同生活

介護を受ける必要がある者にのみ提供が認められるものであり、当該利用者に対する

短期利用認知症対応型共同生活介護の提供は、7日（利用者の日常生活上の世話を行

う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日）を限度に行うものとする。 

「当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合」とは、当該利用者を当該事業所

の共同生活住居（複数の共同生活住居がある場合、当該利用者が日中の時間帯等に共同
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生活を送る共同生活住居とする。）の利用者とみなして、当該利用者の利用期間を通じて

人員基準を満たしており、かつ、当該利用者が利用できる個室を有している場合とする。

特に個室の面積の最低基準は示していないが、当該利用者の処遇上、充分な広さを有し

ていること。ただし、個室以外であっても、1 人当たりの床面積がおおむね 7．43 平方メ

ートル以上で、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備している場合は、

個室に準じて取り扱って差し支えない。この場合の「プライバシーの確保に配慮した個

室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、視線

が遮断されることを前提とする。また、天井から隙間が空いていることは認める。なお、

共同生活住居の定員の合計数を超えて受け入れることができる利用者数は、事業所ごと

に 1 人まで認められるものであり、この場合、定員超過による減算とはならない。 

（厚生労働大臣が定める施設基準第 31 号・ハ（3）、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関

する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について第二の 6（1）①） 

 

ハ 介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（Ⅱ） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜

勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出た指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数

を算定する。（指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3） 

 

・介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）共同生活住居の数が「1」の場合 

・介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）共同生活住居の数が「2 以上」の場合 

 

厚生労働大臣が定める施設基準： 

・指定認知症対応型共同生活介護の施設基準の規定を準用する。 

（厚生労働大臣が定める施設基準第 85 号） 

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準： 

・指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の規定を準

用する。 

（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第 10 号） 

 

ニ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費 

算定基準はロ・短期利用認知症対応型共同生活介護費を参照。 

 

ホ 夜間支援体制加算 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出

た指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に

掲げる区分に従い、1日につき所定単位数に加算する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5の注4、指定地域密着型介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3の注4） 

 

・夜間支援体制加算（Ⅰ）50 単位／日 

・夜間支援体制加算（Ⅱ）25 単位／日 
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夜間支援体制加算について 

①認知症対応型共同生活介護事業所の 1 の共同生活住居につき、夜間及び深夜の時間

帯を通じて 1 の介護従業者を配置している場合に、それに加えて常勤換算方法で 1

以上の介護従業者又は 1 以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定するもの

とする。 

②施設基準第 32 号イの（3）（一）に規定する見守り機器（利用者がベッドから離れよ

うとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから

得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機

器をいう。以下同じ。）を使用する場合における基準については、必要となる介護従

業者の数が 0.9 を加えた数以上である場合においては、次の要件を満たすこととす

る。 

ａ利用者の 10 分の 1 以上の数の見守り機器を設置すること。 

ｂ「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会」は、3 月に 1 回以上行うこととする。「利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回ってい

るものとする。 

(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（5）) 

 

厚生労働大臣が定める施設基準： 

夜間支援体制加算（Ⅰ） 

（1）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（2）（介護予防）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）又は（介護予防）短期利用認知症

対応型共同生活介護費（Ⅰ）を算定していること。 

（3）次のいずれかに該当すること。 

（一）夜勤を行う介護従業者の数が厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に 

関する基準（平 12 厚生省告示第 29 号）第三号本文に規定する数に 1（次のいず

れにも適合する場合にあっては、0.9）を加えた数以上であること。 

a 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器を当該指定認知症対応

型共同生活介護事業所の利用者の数の 10 分の 1 以上の数設置していること。 

b 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会において、必要な検討等が行われていること。 

夜間支援体制加算（Ⅱ） 

（1）夜間支援体制加算（Ⅰ）の（1）（3）の施設基準に該当するものであること。  

（2）（介護予防）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）又は（介護予防）短期利用認知症

対応型共同生活介護費（Ⅱ）を算定していること。 

（厚生労働大臣が定める施設基準第 32 号） 

 



42 

ヘ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(200 単位／日) 

（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護費について、医師が認知症（介

護保険法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の行動・心理症状が

認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定（介護予防）認知症対応

型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定（介護予

防）認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7

日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。（指定地域密着型サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準別表5のイの注7、指定地域密着型介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準別表3の注7） 

 

認知症の行動・心理症状： 

・認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すもの。 

・利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対応型共同

生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事

業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介

護の利用を開始した場合に算定することができる。 

・医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものと

する。 

・次の①から③に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始

した場合には、当該加算は算定できない。 

①  病院又は診療所に入院中の者 

②  介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

③  認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、短期入所生活

(療養)介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)短期利用特定施設

入居者生活介護を利用中の者 

・判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業

所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス

計画書に記録しておくこと。 

・7 日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が

認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利

用開始後 8 日目以降の短期利用認知症対応型共同生活介護を妨げるものではない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（6）） 

 

ト 若年性認知症利用者受入加算（120 単位／日） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指

定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に

対して、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知

症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、認

知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。（指定地域密着型

サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5の注8、指定地域密着型介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準別表3の注8） 
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厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 18 号） 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第 2 条第 6 号に規定する初老期に

おける認知症によって法第 7 条第 3 項に規定する要介護者となった者又は同条第 4 項

に規定する要支援者になった者をいう）ごとに個別の担当者を定めていること。 

若年性認知症利用者受入加算について 

担当者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービスを行うこと。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（7）） 

 

チ 利用者が入院したときの費用算定（246 単位／日） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た事

業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、1月に6日を限度

として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び

最終日は、算定できない。（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表

5のイの注9、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のイの注

9） 

 

厚生労働大臣が定める基準： 

・あらかじめ、利用者に対して、入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれると

きは、その者及びその家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を提供すると

ともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入居する

ことができる体制を確保していることについて説明を行うこと。 

利用者が入院した時の費用の算定について 

（1）「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入院先の

病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断すること。 

  「必要に応じて適切な便宜の提供」とは、利用者及びその家族の同意の上での入退院

の手続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。 

  「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きがないこ

とをもって該当するものではなく、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理

由により、居室の確保が間に合わない場合等を指すものである。事業所側の都合は、

基本的には該当しないことに留意すること。 

  「円滑に入居することができる体制」について、利用者の入院中の居室は、短期利用

認知症対応型共同生活介護等に利用しても差し支えないが、当該利用者が退院する際

に円滑に再入居できるよう、計画的なものでなければならない。 

（2）入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して8日間の入院を行う場合の

入院期間は、6日と計算される。 

（3）入院期間中にそのまま退居した場合は、退居日の入院時の費用は算定できる。 

（4）入院期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が使用し

ていた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該

利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介護等に活用する

ことは可能である。ただし、この場合、入院時の費用は算定できない。 
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（5）入院時の取扱い 

 ①入院時の費用の算定にあたって、1回の入院で月をまたがる場合は、最大で12日分ま

で入院時の費用の算定が可能であること。 

 ②利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等へ

の連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の6（8）） 

  

リ 看取り介護加算 

認知症対応型共同生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして市町村長に届け出た事業所において、別に厚生労働大臣が定

める基準に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前 31 日以

上 45 日以下については 1 日につき 72 単位を、死亡日以前 4 日以上 30 日以下につい

ては 1 日につき 144 単位を、死亡日の前日及び前々日については 1 日につき 680 単

位を、死亡日については 1 日につき 1，280 単位を加算する。ただし、退居した日の

翌日から死亡日までの間又は、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しな

い。（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 の注 10） 

 

・死亡日以前 31 日～45 日以下 72 単位／日 

・死亡日以前 4 日～30 日以下 144 単位／日 

・死亡日以前 2 日又は 3 日 680 単位／日 

・死亡日 1，280 単位／日 

 

厚生労働大臣が定める施設基準： 

・看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の

内容を説明し、同意を得ていること。 

・医師、看護職員(事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離

にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、

介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績

等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。 

・看取りに関する職員研修を行っていること。（厚生労働大臣が定める施設基準第 33 号） 

 

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者： 

次のいずれにも適合している利用者 

・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者で

あること。 

・医師、看護職員(事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離

にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護支援

専門員その他の職種の者(以下「医師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係

る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画に

ついて同意している者(その家族等が説明を受けた上で同意しているものを含む。)で

あること。 

・看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、随時、医師等の 

相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明
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を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介

護を受けている者を含む。)であること。 

（厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第 40 号） 

 

ヌ 初期加算（30 単位／日） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費について、入居した日から起算して30

日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。（指

定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のハ、指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準別表3のハ） 

 

（1）初期加算は、当該利用者が過去 3 月間（ただし日常生活自立度によるランクⅢ、Ⅳ

又はＭに該当する者の場合は過去 1 月間とする。）の間に、当該事業所に入居した

ことがない場合に限り算定できることとする。 

（2）（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けるこ

となく引き続き当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合（（介護予

防）短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した翌日に当該認知症対応

型共同生活介護事業所に入居した場合を含む。）については、初期加算は入居直前

の（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護の利用日数を 30 日から控除し

て得た日数に限り算定するものとする。 

（3）30 日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、（1）にかかわらず、

初期加算が算定される。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（8）） 

 

日常生活自立度： 

「認知症老人高齢者の日常生活、「自立度判定基準」の活用について」 

（平成 5 年 10 月 26 日老健第 135 号厚生省老人保健福祉局長通知） 

 

ル 協力医療機関連携加算 

指定認知症対応型共同生活介護事業所において、協力医療機関（指定地域密着型サ

ービス基準第 105 条第 1 項に規定する協力医療機関をいう。）との間で、利用者の同

意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合

は、次に掲げる区分に応じ、1 月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 のニ） 

 

（1）当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第 105 条第 2 項各号に掲げ 

る要件を満たしている場合：100 単位／月 

（2）（1）以外の場合：40 単位／月 

 

・高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居

者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入居者の病歴等

の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを

評価するものである。 
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・会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入

居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議に

おいて必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支

えない。 

 

・協力医療機関が指定地域密着型サービス基準第 105 条第 2 項第 1 号及び第 2 号に規

定する要件を満たしている場合には（1）の 100 単位、それ以外の場合には（2）の

40 単位を加算する。（1）について、複数の医療機関を協力医療機関として定めるこ

とにより当該要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。

（1）を算定する場合において、指定地域密着型サービス基準第 105 条第 3 項に規定

する届出として当該要件を満たす医療機関の情報を市町村長に届け出ていない場合

には、速やかに届け出ること。 

 

・「会議を定期的に開催」とは、概ね月に 1 回以上開催されている必要がある。ただ

し、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該事業所の入居者の情報

が随時確認できる体制が確保されている場合には定期的に年 3 回以上開催すること

で差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い

入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

 

・会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが

可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、

個 人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

 

・本加算における会議は、指定地域密着型サービス基準第 105 条第 3 項に規定する、

入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えな

い。 

 

・会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（11）） 

 

ヲ 医療連携体制加算 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た事業

所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、1 日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、医療連携体制加算（Ⅰ）

イ、（Ⅰ）ロ又は（Ⅰ）ハのいずれかの加算次に掲げるいずれかの加算と医療連携体制

加算（Ⅱ）を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 のホ） 
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・医療連携体制加算（Ⅰ）イ 57 単位／日 

・医療連携体制加算（Ⅰ）ロ 47 単位／日 

・医療連携体制加算（Ⅰ）ハ 37 単位／日 

・医療連携体制加算（Ⅱ）   5 単位／日 

 

厚生労働大臣が定める施設基準（施設基準第 34 号） 

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 

（1）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で 1 名

以上配置していること。 

（2）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若し

くは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24 時間連絡できる体制を確

保していること。 

（3）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対し

て、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 

（1）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で 1

名以上配置していること。 

（2）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若

しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24 時間連絡できる体制を

確保していること。ただし、（1）により配置している看護職員が准看護師のみである

場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、24 時間連絡

できる体制を確保していること。 

（3）イ（3）に該当するものであること。 

ハ 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 

（1）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指

定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を 1 名以上確保していること。 

（2）看護師により 24 時間連絡できる体制を確保していること。 

（3）イ（3）に該当するものであること。 

ニ 医療連携体制加算(Ⅱ) 

（1）医療連携体制加算(Ⅰ)イ、ロ又はハのいずれかを算定していること。 

（2）算定日が属する月の前 3 月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一 1

人以上であること。 

(一)喀痰吸引を実施している状態 

(二)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

(三)中心静脈注射を実施している状態 

(四)人工腎臓を実施している状態 

(五)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

(六)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

(七)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

(八)褥瘡に対する治療を実施している状態 

(九)気管切開が行われている状態 

(十)留置カテーテルを使用している状態 

(十一)インスリン注射を実施している状態 
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医療連携体制加算について 

 

〇医療連携体制加算(Ⅰ)ハの体制について、利用者の状態の判断や、認知症対応型共同

生活介護事業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要

であることから、看護師の確保を要することとしており、准看護師では本加算は認め

られない。 

〇看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、

当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員と

して確保することも可能。 

〇医療連携体制加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅰ)ハの体制をとっている事業所が行うべき具体

的なサービスとしては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要

である。 

〇医療連携体制加算(Ⅰ)ロの体制については、事業所の職員として看護師又は准看護師

を常勤換算方法により 1 名以上配置することとしているが、当該看護職員が准看護師

のみの体制である場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連

携を要することとしている。 

〇医療連携体制加算(Ⅱ)を算定する事業所においては、③のサービス提供に加えて、協

力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限り認知

症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継続できるように必要な支援を行うこと

が求められる。加算の算定に当たっては、施設基準第 34 号ニの⑵に規定する利用者に

よる利用実績（短期利用認知症対応型共同生活介護を利用する者を含む。）があり、当

該利用者が療養生活を送るために必要な支援を行っていることを要件としている。 

イ 同号二の（2）の（一）に規定する「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症

対応型共同生活介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸

引を実施している状態である。 

ロ 同号ニの（2）の（二）に規定する「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している

状態」については、当該月において 1 週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行

っていること。 

ハ 同号ニの（2）の（三）に規定する「中心静脈注射を実施している状態」について

は、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に

栄養維持が困難な利用者であること。 

ニ 同号ニの（2）の（四）に規定する「人工腎臓を実施している状態」については、

当該月において人工腎臓を実施しているものであること。 

ホ 同号ニの（2）の（五）㈤に規定する「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時

モニター測定を実施している状態」については、重症不整脈発作を繰り返す状態、

収縮期血圧 90mmHg 以下が持続する状態又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和

度 90％以下の状態で常時、心電図、血圧又は動脈血酸素飽和度のいずれかを含む

モニタリングを行っていること。 

ヘ 同号ニの（2）の（六）に規定する「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している

状態」については、当該利用者に対して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎
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症等に対するケアを行った場合であること。 

ト 同号ニの（2）の（七）に規定する「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている

状態」とは、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、

経腸栄養を行っている状態であること。 

チ 同号ニの（2）の（八）に規定する「褥瘡に対する治療を実施している状態」につ

いては、以下のいずれかの分類に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を

行った場合に限ること。 

第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない

（皮膚の損傷はない） 

第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして現れるもの）が 

    ある 

第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、

隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある 

第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している  

リ 同号ニの（2）の（九）に規定する「気管切開が行われている状態」については、

気管切開が行われている利用者について、気管切開に係るケアを行った場合であ

ること。 

ヌ 同号ニの（2）の（十）に規定する「留置カテーテルを使用している状態」につい

ては、留置カテーテルが挿入されている利用者に対して、留置カテーテルに係る

観察、管理、ケアを行った場合であること。 

ル 同号ニの（2）の（十一）に規定する「インスリン注射を実施している状態」につ

いては、認知症対応型共同生活介護の利用中にインスリン注射によりインスリン

を補う必要がある利用者に対して、実際にインスリン注射を実施している状態。 

〇医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛

り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、

②入院期間中における認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③

看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関

する指針、などが考えられる。 

また、医療連携体制加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用

することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致す

れば、医療保険による訪問看護が利用可能であることについては、これまでと変わら

ないものである。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（12）） 

 

ワ 退居時情報提供加算（250 単位（利用者 1 人につき 1 回に限り算定）） 

利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利

用者の同意を得て、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者 1 人につき 1 回に限り

算定する。 

 

カ 退居時相談援助加算 

利用期間が 1 月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域

密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその

家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービ



50 

ス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居

の日から2週間以内に当該利用者の退居後の居住地を管轄する市町村（特別区を含む。）

及び老人介護支援センター（老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 7 の 2

に規定する老人介護支援センターをいう。）又は地域包括支援センター（介護保険法第

115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援センターをいう。）に対して、当該利用者

の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービ

スに必要な情報を提供した場合に、利用者 1 人につき 1 回を限度として算定する。 

ただし、次の場合には算定しない。 

・退居して病院又は診療所へ入院する場合 

退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活 

介護の利用を開始する場合 

・ 死亡退去の場合 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のト、指定地域密着型介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のホ／指定地域密着型サービスに要する

費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の6（14）） 

 

・退去時相談援助加算400単位（利用者1人につき1回を限度として算定） 

 

ヨ 認知症専門ケア加算 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定（介護予防）認知症対応型

共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを

行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げる加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合におい

ては、次に掲げる加算は算定しない。（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関

する基準別表5のチ、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3

のヘ） 

 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）3 単位／日 

・認知症専門ケア加算（Ⅱ）4 単位／日 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 3 号の 5） 

（1）認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること 

ア当該事業所における利用者の総数のうち、日常生活自立度Ⅲ以上の者（以下「対

象者」という。）の占める割合が 2 分の 1 以上であること。 

イ認知症介護に係る専門的な研修（認知症介護実践リーダー研修等）を修了してい

る者を、事業所における対象者の数が 20 人未満である場合にあっては、1 以上、

当該対象者の数が 20 人以上である場合にあっては、1 に、当該対象者の数が 19

を超えて 10 又はその端数を増すごとに 1 を加えて得た数以上配置し、チームと

して専門的な認知症ケアを実施していること。 
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ウ当該事業所の従業者に対する、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指

導に係る会議を定期的に開催していること。 

（2）認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること 

ア（1）の基準のいずれにも適合すること。 

イ認知症介護の指導に係る専門的な研修（認知症介護指導者養成研修等）を修了し 

ている者を 1 以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施しているこ 

と。 

   ウ当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を 

作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を 

予定していること。 

 

厚生労働大臣が定める者 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第 41 号) 

 

認知症専門ケア加算について 

①「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利

用者を指すものとする。 

②「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施につ

いて」（平成 18 年 3 月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知

症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成 18 年 3 月 31 日老計発第

0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」、

認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守している

こと。 

④「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実

施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する

「認知症介護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（15）） 

タ 認知症チームケア推進加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事

業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現

時の早期対応に資するチームケア（複数人の介護者がチームを組み、利用者の情報を

共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供

することをいう。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につき次に掲

げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定してい
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る場合においては、次に掲げる加算は算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 のリ／指定地域密着型介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 のト） 

 

・認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150 単位／月 

・認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120 単位／月 

 

厚生労働大臣が定める者（大臣基準告示第 58 号の 5 の 2） 

イ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生 

活に対する注意を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。） 

の占める割合が 2 分の 1 以上であること。 

（2）認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。） 

に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介 

護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログ 

ラムを含んだ研修を修了している者を 1 名以上配置し、かつ、複数人の介護職員 

から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

（3）対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価 

に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実 

施していること。 

（4）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンス 

の開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的 

な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 

ロ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）イ（1）、（3）及び（4）に掲げる基準に適合すること。 

（2）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了 

している者を 1 名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・ 

心理症状に対応するチームを組んでいること。 

 

レ 生活機能向上連携加算 

（1）生活機能向上連携加算（Ⅰ）100 単位／月（初回のみ） 

計画作成担当者が、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所、指定

（介護予防）通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づ

き、生活機能の向上を目的とした（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を

作成し、当該計画に基づく指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を行った

ときは、初回の当該指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護が行われた日の

属する月に、所定単位数を加算する。 

 （2）生活機能向上連携加算（Ⅱ）200単位／月（初回から3月の間） 

利用者に対して、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所、指定

（介護予防）通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が事業所を訪
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問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的

とした（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当

該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該（介護予防）認

知症対応型共同生活介護計画に基づく指定（介護予防）認知症対応型共同生活介

護を行ったときは、初回の当該（介護予防）指定認知症対応型共同生活介護が行

われた日の属す月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、生活

機能向上連携加算（Ⅰ）を算定している場合には算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のヌ、指定地域密着型介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のチ） 

 

（1）生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、（2）イ、オ及びカを除き（2）を適用す 

る。本加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士 

等」という。）が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ（寝返り、起 

き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、 

金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作 

成担当者に助言を行い、計画作成担当者が、助言に基づき（2）アの認知症対応型共 

同生活介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から 3 月経過後、目標の達 

成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施すること 

を評価するものである。 

ａ （2）アの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、

当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテ

ーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の場において把握し、又は指定認知症対応型共同

生活介護事業所の計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ

電話を用いて把握した上で、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画

作成担当者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用

いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状

況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と計画作成担当者

で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、ａの助言に基づき、

現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）

を行った上で、（2）アの認知症対応型共同生活介護計画の作成を行うこと。な

お、（2）アの認知症対応型共同生活介護計画には、ａの助言の内容を記載する

こと。 

ｃ 本加算は、（2）アの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型

共同生活介護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの

助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算を算

定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により認知症対応型共同生活

介護計画を見直した場合を除き、（2）アの認知症対応型共同生活介護計画に基

づき指定認症対応型共同生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定し

ない。 

ｄ 3 月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告するこ
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と。なお、再度ａの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場

合には、本加算の算定が可能である。 

 

（2）生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

ア  「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日

常生活において介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行う

のみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行

うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた

上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたものでなければならない。 

イ  アの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病

院を中心とした半径 4 キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学

療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ

及びＩＡＤＬに関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同

して、生活機能アセスメントを行うものとする。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬に 

  おける疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介 

  護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

ウ アの認知症対応型共同生活介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次

に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなけ

ればならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた三月を目途と

する達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

エ ウのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利

用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、

例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本

的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具

体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

オ 本加算はイの評価に基づき、アの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供され

た初回の介護の提供日が属する月を含む 3 月を限度として算定されるものであり、

3 月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度イの評価に基づき認知症対応

型共同生活介護計画を見直す必要があること。 

カ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理

学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から

必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びウのｂの達成

目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（17）） 
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ソ 口腔衛生管理体制加算（30単位／月） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合

に、1月につき所定単位数を加算する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のヲ、指定地域密着型介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のヌ） 

 

厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示第 68 号) 

ア 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び

指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

イ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

口腔衛生管理体制加算について 

「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは： 

当該事業所における利用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手法、口腔ケ

アに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所において

日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助

言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではな

い。また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

 

「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

ア 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

イ 当該事業所における目標 

ウ 具体的方策 

エ 留意事項 

オ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

カ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を 

歯科衛生士が行った場合に限る。） 

キ その他必要と思われる事項 

医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属

する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケ

アに係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関

する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導

の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（19）） 

ツ 栄養管理体制加算（30単位／月） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する事業所において、管理栄養士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を
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含む。）が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行って

いる場合に、1月につき所定単位数を加算する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のル、指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のリ） 

 

厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示第 58 号の 6) 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

栄養管理体制加算について 

①栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体制

加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の

算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理

栄養士を 1 名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しく

は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携によ

り体制を確保した場合も、算定できる。 

②「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養状

態の評価方法、栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への

対応方法、食形態の調整及び調理方法その他当該事業所において日常的な栄養ケア

の実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導の

ことをいうものであって、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものではな

い。 

③「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録するこ

と。 

ア 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 

イ 当該事業所における目標 

ウ 具体的方策 

エ 留意事項 

オ その他必要と思われる事項 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（18）） 

 

ネ 口腔・栄養スクリーニング加算（20 単位／回）（※6 月に 1 回を限度とする） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開

始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態の

スクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利

用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している

場合にあっては算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のワ、指定地域密着型介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のル） 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 42 号の 6） 

次のいずれにも適合すること。 

ア 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当
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該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下して

いるおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を

担当する介護支援専門員に提供していること。 

イ 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用

者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態にあっては、低栄養状態の改善

に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ

と。 

ウ 定員超過・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニン

グ（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以

下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメ

ントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職員等は、利用者

全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者に

ついて、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に

対し、提供すること。ただし、イのｇ及びｈについては、利用者の状態に応じ

て確認可能な場合に限って評価を行うこと。なお、口腔スクリーニング及び

栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（｢リハビリテーション・

個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照するとと

もに、口腔スクリーニングの実施に当たっては、｢入院(所)中及び在宅等にお

ける療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方｣

(令和 6 年 3 月日本歯科医学会）等の関連学会が示す記載等も参考にされた

い。 

 

ア 口腔スクリーニング 

ａ 開口ができない者 

ｂ 歯の汚れがある者 

ｃ 舌の汚れがある者 

ｄ 歯肉の腫れ、出血がある者 

ｅ 左右両方の奥歯でしっかりかみしめることができない者 

ｆ むせがある者 

ｇ ぶくぶくうがいができない者 

ｈ 食物のため込み、残留がある者 

イ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18．5 未満である者 

ｂ 1～6 月間で 3％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実 

施について」（平成 18 年 6 月 9 日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通 

知）に規定する基本チェックリストの No.11 の項目が「1」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（20）） 
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ナ 高齢者施設等感染対策向上加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用

する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知

症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対して指定認知症対応型共同生活介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につき次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 ヨ、指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 ワ） 

 

・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10 単位／月 

・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5 単位／月 

 

 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について 

①高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの感染対策の 

実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するもので 

あること。 

②高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関 

する研修又は訓練に少なくとも 1 年に 1 回以上参加し、指導及び助言を受けること。 

院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生 

労働省告示第 59 号）別表第 1 医科診療報酬点数表の区分番号Ａ234－2 に規定する感 

染対策向上加算（以下、感染対策向上加算という。）又は医科診療報酬点数表の区分番 

号Ａ000 に掲げる初診料の注 11 及び再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算 

に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンスや職員 

向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感 

染対策に関するカンファレンスを対象とする。 

③指定地域密着型サービス基準第 108 条により準用する第 33 条第 2 項に基づき、介護 

職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及 

び訓練の内容について、上記の医療機関等における研修又は訓練の内容を含めたもの 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 58 号の 7） 

イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を

確保していること。 

（2）指定地域密着型サービス基準第百五条第一項本文に規定する協力医療機関その

他の医療機関（以下この号において「協力医療機関等」という。）との間で、感

染症（新興感染症を除く。以下この号において同じ。）の発生時等の対応を取り

決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応し

ていること。 

（3）感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が

行う院内感染対策に関する研修又は訓練に 1 年に 1 回以上参加していること。 

ロ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3 年に 1 回以上、事業所内で

感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。 
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とすること。 

④指定地域密着型サービス基準第 105 条第 4 項において、指定認知症対応型共同生活介 

護事業所は、入居者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定 

指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めるこ 

ととしており、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感 

染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応と 

しては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められ 

ることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病 

院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連 

携を行うことを妨げるものではない。 

⑤季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高 

齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、 

感染した入所者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。特に新 

型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における医療機関との連携体制等 

にかかる調査の結果について（令和 5 年 12 月 7 日付事務連絡）」のとおり新型コロナ 

ウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き感染 

者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保していること。 

 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について 

①高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機 

関から、少なくとも 3 年に 1 回以上、事業所内で感染者が発生した場合の感染制御等 

に係る実地指導を受けている場合に、月 1 回算定するもの。 

②実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置さ 

れた感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。 

③指定地域密着型サービス基準第 108 条により準用する第 33 条第 2 項に基づき、介護 

職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及 

び訓練の内容について、上記の医療機関による実地指導の内容を含めたものとするこ 

と。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（22）（23）） 

 

（問 128） 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、診療報酬の感染対策向上加算又は外 

来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカ 

ンファレンス及び訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師 

会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは具体的にど 

のようなものであるか。 

また、これらのカンファレンス等はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ 

ン（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加することでもよいか。 

（答） 

・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカンファレンス 

は以下の通りである。 

・感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感 

 染制御チーム（外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。）により、職員 
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を対象として、定期的に行う研修 

・感染対策向上加算 1 に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及び地域の医師会 

 と連携し、感染対策向上加算 2 又は 3 に係る届出を行った保険医療機関と合同で、 

定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定 

した訓練・地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス 

や新興感染症の発生時等を想定した訓練 

・感染対策向上加算 1 に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについ 

 ては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況などの情報の 

共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容として、高齢者施 

設等における感染対策に資するものであることを事前に確認の上、参加すること。 

・また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミ 

ュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加しても差し支えない。 

 

（問 131） 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策向上加算又は外来感染対策 

向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に 

1 年に 1 回以上参加していることとあるが、令和 7 年 3 月 31 日までの間にあっては、 

3 月 31 日までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。 

（答） 

医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員の参加の可否 

を確認した上で令和 7 年 3 月 31 日までに当該研修又は訓練に参加できる目処があれ 

ば算定してよい。 

（問 132） 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係る届出を行っ 

た医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。 

（答）実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 

・施設等の感染対策の現状の把握、確認（施設等の建物内の巡回等） 

・施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答・個人防護具の着脱方法の実演、演 

習、指導等 

・感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法（ゾーニング等）に関する説明、 

助言及び質疑応答・その他、施設等のニーズに応じた内容単に、施設等において机 

上の研修のみを行う場合には算定できない。 

（問 133） 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、令和 6 年 4 月以前に新型コロナウイ 

ルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等による実地 

指導又は厚生労働省の事業※において実施された実地研修を受けている場合は、実地 

指導又は実地研修を受けた日から起算して 3 年間算定してよいか。※令和 3 年度、令 

和 4 年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」にお 

ける感染症の専門家による実地での研修、令和 5 年度「感染症の感染対策及び業務継 

続（BCP）策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症 

の専門家による実地での研修 

（答） 

算定可能である。ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医療機関の医師 

若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業において実施された実地研 
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修であること。 

（「令和 6 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和 6 年 3 月 15 日）」の送付について） 

 

ラ 新興感染症等施設療養費（240 単位／日） 

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者が別に厚生労働大臣 

が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保

し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定認

知症対応型共同生活介護を行った場合に、1 月に 1 回、連続する 5 日を限度として算定

する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 タ、指定地域密着型介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 カ） 

 

ム 生産性向上推進体制加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者に対して指定認知症対応型共同生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 ソ、指定地域密着型介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 3 ヨ） 

 

・生産性向上推進体制加算（Ⅰ）100 単位／月 

・生産性向上推進体制加算（Ⅱ）10 単位／月 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 58 号の 8、第 127 号の 8） 

イ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該

事項の実施を定期的に確認していること。 

(一)業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」

という。）を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

(二)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

(三)介護機器の定期的な点検 

(四)業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

（2）（1）の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員

の負担軽減に関する実績があること。 

（3）介護機器を複数種類活用していること。 

（4）（1）の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの

質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組

を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。 

（5）事業年度ごとに（1）、（3）及び（4）の取組に関する実績を厚生労働省に報告するこ

と。 
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ロ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）イ（1）に適合していること。 

（2）介護機器を活用していること。 

（3）事業年度ごとに（2）及びイ（1）の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

 

ウ 科学的介護推進体制加算（40 単位／月） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費について、次に掲げるいずれの基準にも適合

しているものとして市町村長に届け出た事業所が、利用者に対し指定（介護予防）認知

症対応型共同生活介護を行った場合は、1 月につき所定単位数を加算する。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のカ、指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のヲ） 

 

（1）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身 

の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（2）必要に応じて（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定（介

護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、（1）に規定する情報その他

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要

な情報を活用していること。 

 

①科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件

を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

②情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基

本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａ

ｎ）、実行（Do）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡ

サイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更な

る向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められ

る。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはなら

ない。 

ア 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供する

ためのサービス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

イ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重

度化防止に資する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ウ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、

事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

エ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、

サービスの質の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（21）） 
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ヰ サービス提供体制強化加算※区分支給限度基準額の算定対象外（短期利用の場合） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定（介護予防）

認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につ

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表5のソ、指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表3のタ） 

 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）22 単位／日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）18 単位／日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）6 単位／日 

 

厚生労働大臣が定める基準（厚生労働大臣が定める基準第 59 号、第 128 号） 

ア サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

（1）次のいずれかに適合すること。 

①事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70 以上

であること。 

②事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割

合が 100 分の 25 以上であること。 

（2）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと 

 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次のいずれにも該当すること。 

（1）事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 60 以上で

あること。 

（2）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ウ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次のいずれにも適合すること。 

（1）次のいずれかに適合すること。 

①事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50 以上

であること。 

②事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100 分の 75

以上であること。 

③指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総

数のうち、勤続年数 7 年以上の者の占める割合が 100 分の 30 以上であること。 

 

（2）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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ノ 介護職員等処遇改善加算  

●介護職員等処遇改善加算 

（※要届出、区分支給限度額の算定対象外） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも

のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認

知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

介護職員等処遇改善加算 （1）Ⅰ 所定単位数の 186/1000 加算 

（2）Ⅱ 所定単位数の 178/1000 加算 

（3）Ⅲ 所定単位数の 155/1000 加算 

（4）Ⅳ 所定単位数の 125/1000 加算 

 

厚生労働大臣が定める基準（厚生労働大臣が定める基準第 48 号準用、第 129 号） 

認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合

し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額

以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じて

いること。 

（一） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が仮に介護職員等処遇改善

加算（Ⅳ）を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又

は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 

（二） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、経験・技能のあ

る介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であ

ること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の

理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

（２） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、（１）の賃金改善

に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の

処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周

知し、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届け出ていること。 

（３） 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事

業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得

ないが、その内容について市長村長に届け出ること。 

（４） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事

業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

（５） 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、

最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金

以上の刑に処せられていないこと。 

（６） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の納付

が適正に行われていること。 

※ 共通事項テキストも確認してください  



65 

 

（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一） 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に

関するものを含む。）を定めていること。 

（二） （一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している

こと。 

（三） 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。 

（四） （三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五） 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に

基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

（六） （五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（８） （２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に

関するものを除く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周

知していること。 

（９） （８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表していること。 

（１０） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）

又は（Ⅱ）のいずれかを届け出ていること。 

 

ロ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

 イ（１）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

ハ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

イ（１）（一）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

ニ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

 イ（１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）に掲げる

基準のいずれにも適合すること。 
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(3) 減算 

イ 夜勤に係る減算 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準第 3 号、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第 10 号）を満た

さない場合は、所定単位数の 100 分の 97 に相当する単位数を算定する。 

なお、利用者の数又は介護従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準（平成平 12

厚告 27 第 8 号、平 12 厚告 27 第 22 号）に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定する。（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表 5 のイロ注

1、同別表 3 のイロ注 1） 

 

ロ 定員利用超過又は人員基準欠如に係る減算 

利用者の数が介護保険法施行規則第 131 条の 6 又は第 140 条の 26 の規定に基づき市

町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超える場合、所定単位数の 100

分の 70 に相当する単位数を算定する。 

介護従業者の員数が指定基準に定める員数に満たない場合、所定単位数の 100 分の

70 に相当する単位数を算定する。（厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の

員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第 8 号、第 22 号） 

 

ハ 身体拘束廃止未実施減算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし

て、認知症対応型共同生活介護費については所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位

数を、短期利用認知症対応型共同生活介護費については所定単位数の 100 分の 1 に相

当する単位数を所定単位数から減算する。（短期利用認知症対応型共同生活介護費については、

経過措置により令和 7 年 3 月 31 日までは適用しない。） 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 58 号の 4） 

指定地域密着型サービス基準第 97 条規第 6 項及び第 7 項に規定する基準（※）に適合し

ていること。 

 

（※）6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならない。 

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、 

次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催すると

ともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 

※ 厚生労働省作成の資料から引用  
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身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場

合ではなく、指定地域密着型サービス基準第 97 条第 6 項の記録（同条第 5 項に規定する

身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第 7 項に規定する措置を

講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的に

は、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月

に 1 回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は

身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速や

かに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく

改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた

月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（2）（第二の 5（3）

準用）） 

 

ニ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 58 号の 4 の 2） 

指定地域密着型サービス基準第 108 条において準用する指定地域密着型サービス基準第

3 の 38 の 2 に規定する基準（※）に適合していること。 

 

（※）事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

一 当該サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該サービス事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

四 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場

合ではなく、地域密着型サービス基準第 3 条の 38 の 2 に規定する措置を講じていない場

合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待

防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のため

の指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年 1 回以上の研修を実施していない

又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場

合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画

に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認

められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（3）（第二の 2（5）

準用）） 
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ホ 業務継続計画未策定減算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第 58 号の 4 の 2） 

指定地域密着型サービス基準第 108 条において準用する指定地域密着型サービス基準第

3 の 30 の 2 第 1 項に規定する基準（※）に適合していること。 

 

（※）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 

 業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第 37 条、第 37 条

の 3 又は第 40 条の 16 において準用する指定地域密着型サービス基準第 3 条の 30 の 2 第

1 項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実

が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至

った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和 7 年 3 月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止

のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適

用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二の 6（4）（第二の 3 の 2

（3）準用）） 
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「厚生労働省確認済情報」 

〇利用者負担とするものが妥当でない利用料について認知症対応型共同生活介護事業所は、利

用者から「その他の日常生活費」(利用者、入所者又は入院患者(以下「利用者等」という。)

又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提

供する日常生活上の便宜に係る経費)を徴収できる。ただし、対象となる便宜と保険給付対象

サービスが重複しないことが必要。下記のものについては、介護報酬に含まれているため、

利用者負担とすることはできない。 

（1）協力医療機関等への通院介助料（人件費）、タクシー代等の交通費、駐車場代 

（2）共用で使用する洗剤やトイレットペーパー 

（3）介護のために必要なプラスチックグローブ 

（4）居宅療養管理指導以外の他の介護保険サービス費用 

（5）外泊・入院期間中の食材料費 

（6）利用者の処遇上必要になった福祉用具の利用料金（個人の希望で利用する場合を除く） 

 

〇通院介助に対する費用徴収の可否について 

①事業所が通院介助を行うことの必要性がケアプランに位置付けられている場合 

①－1 協力医療機関の場合：費用徴収できない。※1（介護保険サービス） 

①－2 協力医療機関ではない場合：費用徴収できない。※1（介護保険サービス） 

 

②事業所が通院介助を行うことの必要性がケアプランに位置付けられていない場合 

②－1 協力医療機関の場合：費用徴収できない。※1（介護保険サービス） 

②－2 協力医療機関ではない場合：費用徴収できる。※2（介護保険外サービス） 

 

※1 介護保険サービスであっても、家族でも対応できる通院介助や付添を事業所から家族に対

して依頼し、家族がそれらを任意に行うことを否定するものではない。 

※2 介護保険外サービスのため、実費（ガソリン代、駐車場代等）を徴収できる。 

その費用の中に人件費を含むことも可能。 

ただし、人件費を費用に入れ、事業所の介護従業者が付き添う場合は、その介護従業者を

含めずに、人員基準を満たす必要がある。 

なお、費用徴収する際には、利用者又は利用者家族に事前に説明した上で、文書により同

意を得ること。 

また、通院介助の必要性がありながら、意図的にケアプランに位置付けない行為は指導の

対象となる。 

 


